
平成２４年５月教育委員会会議の要旨

議 案

議案第１号『山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認 』）

【概要】

下関市立吉母小学校長 大西 規夫 に対して、教育長が臨時に代理して永年精勤
おおにし の り お

として表彰したことを報告し、承認された。

議案第２号『山口県心身障害児就学指導委員会委員の任命について』

【概要】

山口県心身障害児就学指導委員会規則（昭和５３年山口県教育委員会規則第４号）

第３条第２項の規定により、山口県心身障害児就学指導委員会委員を以下のとおり任

命するよう、審議し、承認された。

1 安
やす

  光
みつ

  知
のり

  子
こ 山口県国公立幼稚園連盟会長

（山口市立秋穂幼稚園長）
関係教育機関 再任

2 奥
お く

　園
ぞの

　美
よ し

　子
こ

おくぞの耳鼻科クリニック院長 医師(耳鼻科)　 再任

3 加登田
か と だ

　惠
けい

　子
こ

山口県立大学社会福祉学部教授   学識経験者　 再任

4 金
かね

　原
はら

　洋
よ う

　治
じ

かねはら小児科院長 医師(小児科)　 再任

5 田
た

　原
はら

　卓
たか

　浩
ひろ

たはらクリニック院長 医師(内科･小児科)　 再任

6 西
に し

　川
かわ

　浩
ひろ

　子
こ 山口県ＬＤ親の会「ほっぺ」顧問

（医　師）
  学識経験者　 再任

7 原
はら

　田
だ

　貴
き

美
み

代
よ

(財)山口県私立幼稚園協会　副理事長 関係教育機関 再任

8 平
ひ ら

　尾
お

　　　要
かなめ

多機能型事業所　ひらきの家　管理者   学識経験者　 再任

区分

平成24年度山口県心身障害児就学指導委員会委員

氏　　　名 所属・役職名等 備　　　　考



【 質 疑 】

質問） 同委員会は定期的に開催されているのか。

回答） 第１回目は１１月に開催を予定している。第２回目の開催については、各市

町から心身の障害のある子どもに関する調査の審議の要望がある場合、２月に

予定している。

質問） 具体的な審査内容は何か。

回答） 特別支援学校や、各市町立小・中学校の児童・生徒の就学先等が決まらない

場合や、心身の障害の種類及び判定が困難な場合について、調査を行い審議を

行う。

9 福
ふ く

　田
だ

　修
しゅう

　三
ぞ う

(財)山口県肢体不自由児協会理事 学識経験者 再任

10 藤
ふじ

　田
た

　久
く

　美
み

山口県立大学社会福祉学部准教授 学識経験者 再任

11 松
まつ

　岡
おか

　勝
かつ

　彦
ひ こ

山口大学教育学部准教授 学識経験者 再任

大
おお

　野
の

　博
ひろ

　孝
たか

山口県特別支援教育研究連盟の代表
～6/1（山口大学教育学部附属特別支援
学校副校長）

新規

三
み

　輪
わ

　研一郎
けんいちろう

前山口県特別支援教育研究連盟の代表
～5/31
(前山口県立山口南総合支援学校長)

前任

13 吉
よ し

　村
む ら

　佳
けい

　子
こ

小郡第一総合病院　眼科医 医師(眼科)　 再任

14 渡
わたり

　　　広
ひろ

　子
こ

クボクリニック（医　師） 医師(精神科) 再任

任期：平成２４年６月１日～平成２６年５月３１日

12 関係教育機関



報 告 事 項

◆『平成２５年度山口県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項』について報告され

た。

【概要】

１ 選考区分、志願区分（校種等）及び教科（科目等）及び採用見込者数

（1）教科（科目等）※昨年との変更点

ア 一般選考・高等学校

教 科 平成２５年度 平成２４年度

（世界史、日本史） （世界史、日本史、地理）地理歴史 地理歴史 地理歴史

公 民 なし 公民(政治・経済)

農 業 農業（農業畜産系） 農業（畜産・食品系）

機械系 電機系 土木建築系 化学工業系 （機械系、土木建築系、化学工業系）工 業 工業 工業（ 、 、 、 ）

水 産 水産 水産（航海系、機関系）（航海系、機関系、栽培系、食品系）

(2)採用見込み数 全体３２３名程度［昨年度２８７名程度］

【一般選考】

・小学校１８５名程度、中学校６４名程度、高等学校３６名程度

・特別支援学校 小学部３名程度、中学部３名程度、高等部３名程度

・養護教諭 ２２名程度

【社会人特別選考】

小学校、中学校、高等学校とも上記一般選考に含む

【スポーツ・芸術特別選考】

中学校、高等学校とも上記一般選考に含む

【理療科教諭特別選考】

特別支援学校高等部 理療 １名程度

【身体障害者を対象とした選考】

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校全体で６名程度

３ 選考試験の期日及び会場

◇第一次試験 ７月２１日（土）及び２２日（日）

（山口会場）山口高校、山口中央高校、西京高校

（東京会場）國學院大學たまﾌﾟﾗｰｻﾞｷｬﾝﾊﾟｽ

（２７日は小学部及び特別支援学校小学部志望者のみ）◇第二次試験 ８月２５日（土）～２７日（月）

（２７日（月）は西京高校のみ実施）山口高校、山口中央高校、西京高校

４ 選考試験内容

（１）第一次試験

ア 一般選考、社会人特別選考及び身体障害者を対象とした選考

教職専門 社会人特別選考志願者以外の者 教科専門 特別支援教育専門 特（ ）、 、 （



別支援学校志願者及び特別支援学校を第二志願とする者 、実技（小学校及び特）

別支援学校小学部野志願者以外の者 、集団面接（討議））

イ スポーツ・芸術特別選考、理療科教諭特別選考

個人面接、集団面接（討議）

（２）第二次試験

適正検査、小論文、集団面接（模擬授業及び討議 、個人面接、実技（小学校及）

び特別支援学校小学部の志願者）

５ 選考試験結果の発表予定

◇第一次試験 ８月１４日（火）午前９時

◇第二次試験 ９月２７日（木）午前９時

６ 平成２５年度山口県公立学校教員採用候補者選考試験の変更点

（１）山口県内の公立学校における臨時的任用教員等を対象とした一部試験免除

（２）現教職員を対象とした第一次試験の免除

（３）理療科教諭特別選考の受験年齢の上限の引上げ

（４）社会人特別選考において教科専門（筆記試験 ・実技を実施）

（５）選考にあたっての考慮事項の追加

７ その他

（１）教員採用候補者選考試験説明会の実施

（２）学校体験制度の実施

【 主な意見 】

○ 採用見込者数の増加に伴い、教員一人ひとりの資質能力が低下しないよう、積極的

に良い人材を採用してほしい。

○ 大学生１、２年生を対象とした学校体験制度は、教員志望者の教員に対する意欲を

高めるための良い取組であると思うので、積極的に活用してほしい。

○ 現教職員を対象とした第一次試験の免除により、幅広い人材の確保とともに、多く

の方が山口県で教員となっていただきたい。



◆『山口県人権推進指針の改定』について報告された。

【概要】

◆ 山口県人権推進指針の改定について

「山口県人権推進指針」については、指針策定(平成１４年３月)後の社会情勢の変

化や新たな人権課題等を踏まえ、平成２４年３月に改定した。

１ 改定の経過

平成２３年１１月 山口県人権施策推進審議会（骨子案審議）

１２月 １１月定例県議会環境福祉委員会（骨子案報告）

パブリックコメント

平成２４年 ２月 山口県人権施策推進審議会（改定案審議）

知事への答申

３月 ２月定例県議会環境福祉委員会（改定案了承）

改定・公表（３月２２日）

２ 改定の基本的な考え方

（１） 改定前の「指針」の構成や内容を基本的に継承する。

（２）これまでの取組等を踏まえた課題や新たな人権課題にも対応するとともに、県

民によりわかりやすい指針とする。

３ 改定のポイント

（１） ｢基本理念｣

改定前の「指針」と同様であるが、憲法に定める諸権利に関わって、様々な人

権課題が存在していることを明示している。

（２）｢キーワード｣

「じゆう(自由) ・ びょうどう(平等) ・ いのち(生命)」の３つとし、各々の」「 」「

キーワードの説明をより分かり易くしている。

（３） ｢施策の推進｣

人権教育の推進に当たっては、基本的人権尊重の視点から捉え、理解を深める

ことを基本とし、学校や地域社会における取組を充実させている。

（４）｢分野別施策の推進｣

指針全体を見渡し易くするため、一括して後掲としている。

（５）｢推進体制｣

自主的な取組の支援として条件整備を明記している。

◆ 山口県人権教育推進資料の作成について

「山口県人権教育推進資料」については、平成 年 月の「山口県人権推進指針」24 3
の改定を受けて 「人権教育推進資料 新訂版 」を見直し、学校・地域社会における自、 ( )



主的な取組がより高まるよう作成した。

１ 作成の経過

平成１４年３月 「山口県人権推進指針」策定

４月 「人権教育の推進にあたって」作成

平成１５年３月 「人権教育推進資料」作成

平成２３年３月 「人権教育推進資料（新訂版 」作成）

※ 「人権教育の推進にあたって 「人権教育推進資料」の一」

本化

平成２４年３月 「山口県人権推進指針」の改定

「山口県人権教育推進資料」作成

２ 概 要

（１ 「基本姿勢 「人権教育の全体構想」については、従前のものを踏襲） 」、

（２）学校における取組

・ 「人権教育における理解・育成を通して」の内容については、憲法の条文を

参考に、より具体的な記述に変更

・ 学校における取組をより具体的にイメージするための参考資料として 「学、

校における人権教育推進の全体構想図（例 」を作成）

・ 「研修機会の充実等」では、教職員として留意すべきことや、相互の人権を

尊重し合う教職員集団について記述

（３）地域社会における取組

・ 地域社会における自主的な取組が高まるような工夫

・ 家庭教育への支援に関わる内容

・ 学習プログラム企画のポイント

（４）推進上の留意点

・ 教育の中立性、学習者の主体性、地域住民の興味・関心に即した取組

・ 個人情報やプライバシーに関することへの配慮

・ どの人権課題も重要であること

【 質 疑 】

質問） 山口県人権推進指針及び山口県人権教育推進資料は、各学校にどのように配

付するのか。

回答） すべての教職員に行きわたるように配付する予定である。

質問） 人権教育における課題は多岐に渡るため、教員が人権教育について正しい理

解をした上で、子どもたちに教える必要があると思うが、教職員を対象とした

研修等は行っているのか。

回答） 人権教育課が主催して、管理職や教職員を対象とした研修を行っている。ま

た、各学校においても様々な工夫をしながら校内研修を行っている。



意 見 交 換

◆『学校における防災管理体制の強化について』

【概要】







【 質 疑 】

質問） ５月３１日時点、学校防災アドバイザーの派遣による点検実施校は、７６１

校中３１校であるが、全校の点検の終了予定はいつか。

回答） 県立学校は、６月までに終了予定であり、市町立幼稚園、小・中学校、私立

学校すべての学校の点検は、１０月末までに終了予定である。

質問） 学校防災アドバイザーは、各校の点検終了後も、学校防災の取組に参加する

のか。

回答） 学校防災アドバイザーは、様々な防災業務に携わっているため、今後も様々

な面で、教育委員会が学校防災アドバイザーと学校との仲立ちをし、引き続き

協力をいただくことを検討する。

【 主な意見 】

○ 大規模災害発生時には、電話等の情報手段が機能しないことがあるため、災害時に

有効な伝言ダイヤルの利用方法をマニュアルに設ける必要があるのではないか。

○ 災害発生時の児童・生徒の引渡しについて、画一的な対応ではなく、事前に保護者

に災害発生時の子どもの引渡しにどうのような対応を希望するかなどの聞取りを行

い、万が一の災害発生時の対応の参考にすべきではないか。

○ 学校防災アドバイザーが、学校や通学路の点検をし、その後、さらなる各学校の防

災体制を確立する際には、教職員だけではなく、地域の実情を知る保護者や地域の方

々とともに取り組んでほしい。

○ 各学校を避難指定場所と指定する場合、その学校がどのような災害に対する避難場

所となるのか、ハザードマップ等に記載し、周知すべきである。

○ 防災管理体制の強化とともに、児童・生徒一人ひとりが自分自身の安全は自分自身

が守るという危機意識を育む取組も、より一層充実させてほしい。


